
                      
 

川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付要綱 

 

こども未来局青少年支援室 
平成 30 年２月 21 日市長決裁 

 

 （通則） 

第１条 この要綱は、子ども・若者が健やかに成長できるよう、多様な主体がともに

連携・協働しながら、地域がつながり、誰もが互いに助け合い・支え合うことので

きるまちを目指し、「地域社会全体で子ども・若者を見守り、支えるしくみづく

り」を進めるため、その役割を担う団体を育成・支援するために、予算の範囲内に

おいて川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金（以下「補助金」とい

う。）を交付することについて、必要な事項を定めることを目的とする。 

２ 補助金の交付については、川崎市補助金等の交付に関する規則（平成１３年川崎

市規則第７号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めると

ころによる。 

（補助対象期間） 

第２条 補助の対象となる期間（以下「補助対象期間」という。）は、４月１日から

翌年３月末日までとする。 

（補助対象団体） 

第３条 補助の対象となる団体は、営利を目的としない団体で、次の各号に掲げる要

件を全て満たす団体とする。 

（１）地域の団体、住民等（町内会・自治会、ＰＴＡ、民生委員・児童委員、青少年

指導員その他の地域ボランティア等）、行政機関、学校、保育所等と連携し、地

域の子ども・若者が安全・安心に過ごせる居場所づくり等を行っている団体 

（２）年間を通じて市内で日常的・継続的に活動し、実施場所が市内で現に確保され

ている団体（事務所の所在地は不問） 

２ 前項の規定にかかわらず、団体が次の各号に掲げる団体に該当する場合は、補助

金を交付しない。 

（１）暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号。以下「法」という。）第２条第２号に規定する暴力団をいう。） 

（２）法人にあっては、代表者又は役員のうちに暴力団員（法第２条第６号に規定す

る暴力団員をいう。以下同じ。）に該当する者が含まれる法人 

（３）法人格を有しない団体にあっては、代表者又は構成員に暴力団員に該当する者

が含まれる団体 



                      
３ 市長は、必要に応じて、団体が前項各号のいずれかに該当するか否かについて、

法人にあっては代表者又は役員、法人格を有しない団体にあっては役員又は構成員

の同意を得た上で、神奈川県警察本部長に対して確認を行うものとする。 

 （補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象とすることができる事業（以下「補助対象事業」という。）

は、こども食堂、学習支援、居場所づくり事業、不登校児支援等の子ども・若者が

安全・安心に過ごせる居場所づくりに資する事業で、次の各号に定める要件を全て

満たすものとする。 
（１）利用者の参加に当たり、原則として条件を付さないこと。ただし、市長が川崎

市地域子ども・子育て活動支援助成事業の目的に沿った条件であると認める場合

は、この限りではない。 
（２）補助対象期間において、川崎市及び川崎市が出資する法人等から同種の助成を

受けないこと。 

（補助対象経費） 

第５条 補助の対象となる経費は、補助対象期間内に支出する、補助対象事業の実施

に直接要する経費のうち、次の各号に掲げる経費とする。ただし、団体の運営維持

に係る経費は補助の対象としない。 

（１）実施場所の賃借料（共益費を含み、更新料を含まないものとする。） 

（２）実施場所の光熱水費 

（３）会場使用料 

（４）講師謝礼及びボランティア謝礼（団体構成員に対して支払うものを除く。） 

（５）物品の購入費（１０万円未満の消耗品・事務用品・器材・食材等の購入費） 

（６）印刷製本費 

（７）通信費 

（８）その他市長が必要と認める経費 

 （補助金の額） 

第６条 補助金の額は、補助対象経費の総額に別表の申請者の区分に応じた補助率を

乗じた額とそれぞれの区分の活動日数に応じた補助金の上限額のいずれか低い額と

し、予算の範囲内で決定するものとする。 
２ 前項の額に１００円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。 
 （活動日数） 

第７条 活動日数は、第４条に規定する補助対象事業にかかる主たる活動を実際に行

った日を１日として認定するものとする。ただし、内容の異なる補助対象事業を同

一日に実施した場合や同一日に複数の活動場所において活動を行った場合には、補

助対象事業の内容・活動場所ごとにそれぞれ１日として認定するものとする。 

（交付の申請） 



                      
第８条 補助金の交付を受けようとする団体（以下「申請団体」という。）は、地域

子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請書（第１号様式。以下「交付申請

書」という。）を受付期間内に市長に提出しなければならない。 

２ 交付申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 

（１）地域子ども・子育て活動支援助成事業 事業計画書（第２号様式（１）。以下

「計画書」という。） 

（２）地域子ども・子育て活動支援助成事業 収支予算書（第２号様式（２）。以下

「予算書」という。） 

（３）団体等の定款、規約・会則、役員名簿 

（４）法人・団体の収支予算書（写） 

（５）その他市長が必要と認める書類 

（審査及び交付の決定） 

第９条 市長は、前条の規定による交付申請があったときは、交付申請書、計画書、

予算書及び関係書類（以下「申請書等」という。）について、その内容を審査の

上、補助金を交付すべきものと認めるときは、速やかに補助金の交付を決定するも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する審査に際し、審査委員会を設置するものとする。 

３ 市長は、第１項に規定する審査に際し、必要があると認めるときは、申請団体に

対し、必要な報告若しくは追加の書類提出を求め、又は現地調査等により、その内

容に関し調査（以下「現地調査等」という。）を行うことができる。この場合にお

いて、申請団体は、当該調査に協力しなければならない。 

４ 市長は、第１項の規定による交付の決定について必要があると認めるときは、有

識者等に意見を求めることができる。 

５ 市長は、第１項に規定する交付の決定を行う場合において、必要があると認める

ときは、条件を付すことができる。 

６ 市長は、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事

項について修正を加えて補助金の交付を決定することができる。 

（決定の通知） 

第 10 条 市長は、補助金の交付を決定したときは、速やかにその決定の内容及びこ

れに条件を付した場合にはその条件を、地域子ども・子育て活動支援助成事業補助

金交付決定通知書（第３号様式）により申請団体に通知するものとする。 

２ 市長は、前条の規定による審査の結果、補助金の交付を行わないことを決定した

ときは、地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金不交付決定通知書（第４号様

式）により、その理由を付して申請団体に通知するものとする。 

（補助金の交付） 



                      
第 11 条 補助金は、前条第１項の規定による通知を受けた団体（以下「補助金交付

団体」という。）からの請求により、概算払いにより交付するものとする。 

（申請の取下げ） 

第 12 条 補助金交付団体は、第 10 条第１項の規定による通知を受けた場合におい

て、決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日

から起算して１４日以内に、地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請

取下届出書（第５号様式）を市長に提出し、申請を取り下げることができる。 

２ 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る補助金の交付の

決定はなかったものとみなす。 

（事情変更による決定の取消し等） 

第 13 条 市長は、補助金の交付の決定をした場合において、その後の事情の変更に

より特別の必要が生じたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り

消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。

ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限り

でない。 

（補助対象事業の変更等） 

第 14 条 補助金交付団体は、補助対象事業の取組内容又は経費の配分を変更しよう

とするときは、あらかじめ地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取

組内容等変更承認申請書（第６号様式）を市長に提出し、その承認を得なければ

ならない。ただし、市長がその変更が軽微なものと認めるときは、この限りでは

ない。 

２ 補助金交付団体は、補助対象事業を中止（計画の見直し等のため補助対象事業

を取りやめ、補助対象期間内に再度行うことをいう。）し、又は廃止しようとする

ときは、あらかじめ地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組中

止・廃止承認申請書（第７号様式）を市長に提出し、その承認を得なければなら

ない。 

３ 市長は、前２項の規定による申請があったときは、当該申請書等の書類の審

査、必要に応じて行う現地調査等により、その内容を調査し、第１項の規定によ

る申請を承認する場合は、地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取

組内容等の変更承認通知書（第８号様式）により、前項の規定による申請を承認

する場合は、地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組中止・廃止

承認通知書（第９号様式）により、補助金交付団体に通知するものとする。 

４ 市長は、第１項の規定による申請を承認する場合には、必要に応じ交付の決定

の内容を変更し、又はこれに条件を付することができる。 

（補助対象事業の遂行） 



                      
第 15 条 補助金交付団体は、補助金の交付の決定の内容及びこれに付された条件に

従い、善良な管理者の注意をもって補助対象事業を行わなければならない。 

（補助対象事業の遂行の指示） 

第 16 条 市長は、補助対象事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件

に従って遂行されていないと認めるときは、補助金交付団体に対し、これらに従っ

て補助対象事業を遂行すべきことを指示するものとする。 

 （中間モニタリング） 

第 17 条 補助金交付団体は、補助対象事業の上半期（４月～９月）の実施状況及び

補助対象経費の支出状況等について、地域子ども・子育て活動支援助成事業中間報

告書（第１０号様式。以下「中間報告書」という。）に第７条に規定する活動日数

を証明する書類等を添付して、別に定める日までに、市長に報告しなければならな

い。 

２ 市長は、前項に規定する中間報告書等の提出を求めるほか、補助金に係る予算の

執行の適正を期するため、現地調査等を行うことができる。この場合において、補

助金交付団体は、当該調査に協力しなければならない。 

３ 市長は、第１項に規定する期間以外についても、補助金に係る予算の執行の適正

を期するため、必要に応じて補助金交付団体に対し補助対象事業の実施状況につい

て報告を求めることができる。 
（実績報告） 

第 18 条 補助金交付団体は、補助対象事業が完了したとき又は第 14 条第３項の規定

による補助対象事業の廃止の承認を受けたときは、その日から起算して１４日を経

過する日又は補助金の交付の決定があった年度の３月末日のいずれか早い日まで

に、地域子ども・子育て活動支援助成事業実績報告書（第１１号様式）に第７条に

規定する活動日数を証明する書類等を添付して、市長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定等） 

第 19 条 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係

る補助対象事業の内容及び活動日数が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した

条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、地域子ども・子

育て活動支援助成事業補助金額確定通知書（第１２号様式）により、補助金交付団

体に通知するものとする。ただし、既に交付した補助金の額と確定した補助金の額

が同額の場合は、通知を省略できるものとする。 

２ 市長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該報告に係る補助

対象事業の内容及び活動日数が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合しないと認めるときは、第 21 条の規定により、補助金の全額又は一部の額の

返還を命ずるものとする。ただし、天災その他のやむを得ない事情等によると市長



                      
が認めるときは、この限りではない。 

（交付決定の取消し） 

第 20 条 市長は、補助金交付団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。 

（１）偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

（２）補助金を他の用途に使用したとき。 

（３）補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等に基づき市長が

行った指示又は命令に違反したとき。 

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消したとき

は、地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付決定取消通知書（第１３号様

式）により、補助金交付団体に通知するものとする。 

（補助金の返還） 

第 21 条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合におい

て、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されていると

きは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

２ 市長は、第 19 条の規定により交付すべき補助金の額を確定した場合において、

既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、確定額を超え

る部分の補助金の返還を命ずるものとする。 

３ 市長は、前２項の規定により補助金の返還を命ずるときは、地域子ども・子育て

活動支援助成事業補助金返還通知書（第１４号様式）により、補助金交付団体に通

知するものとする。 

（加算金及び延滞金） 

第 22 条 補助金交付団体は、第 20 条の規定による取消しにより、補助金の返還を命

ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応

じ、当該補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の期間については、

既に納付した額を控除した額）につき規則第 16 条第１項に定める割合で計算した

加算金を市に納付しなければならない。 

２ 前項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助金交付団

体の納付した金額が返還を命ぜられた補助金の額に達するまでは、その納付金額

は、まず当該返還を命ぜられた補助金の額に充てられるものとする。 

３ 補助金交付団体は、補助金の返還を命ぜられ、これを納期日までに納付しなかっ

たときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納額（その一部を

納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）に

つき規則第 16 条第４項に定める割合で計算した延滞金を市に納付しなければなら

ない。 



                      
（財産の処分の制限） 

第 23 条 補助金交付団体は、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した財産

を、市長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換

し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、天災その他のやむを得ない

事情等によると市長が認めるときは、この限りではない。 

（書類の整備等） 

第 24 条 補助金交付団体は、補助対象事業に係る収入及び支出を明らかにし、当該収

入及び支出に係る帳簿、領収書等の証拠書類（以下「証拠書類」という。）を整備し

ておかなければならない。 

２ 前項に規定する証拠書類は、補助対象事業が完了する日の属する年度の翌年度か

ら５年間保存しなければならない。 

（委任） 

第 25 条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はこども未来局長が別に定める。 

 

  附 則   

 この要綱は、平成３０年２月２１日から施行する。 

   

  附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、平成３１年２月２２日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱は、施行日以後の交付の申請に係る補助金の交付について適用し、同日

前の交付の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 
 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和４年２月４日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱は、施行日以後の交付の申請に係る補助金の交付について適用し、同日

前の交付の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

 

附 則   

 この要綱は、令和６年３月１９日から施行する。 

 

附 則  

（施行期日）  

１ この要綱は、令和８年１月６日から施行する。 



                      
 （経過措置） 

２ この要綱は、施行日以後の交付の申請に係る補助金の交付について適用し、同日

前の交付の申請に係る補助金の交付については、なお従前の例による。 

 

 

別表（第６条関係） 
 

申請者区分 補助率 活動日数区分 年間活動日数 
（下限日数） 

補助金の 
上限額 

初めて補助金の

申請をする団体

で、かつ新たに

補助対象事業を

実 施 す る 場 合

（注） 

１０／１０ A １２日 ２０万円 

B ５０日 ４０万円 

C １００日 ６０万円 

D ２００日 ８０万円 

上記以外の場合 １／２ Ａ １２日 ２０万円 

B ５０日 ４０万円 

C １００日 ６０万円 

D ２００日 ８０万円 

 
（注）補助対象期間前年度の１月１日以降に取組を開始した場合にのみ対象とする。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                      
第１号様式（第８条関係） 

 
 

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請書 

 
（申請日）   年  月  日  

 
（宛先）川崎市長 
 

所在地                     
 

団体名                     
   

代表者職・氏名                 
 
  
 地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金の交付を受けたいので、川崎市地域子ども・子

育て活動支援助成事業補助金交付要綱第８条の規定に基づき、関係書類を添えて、次のとおり

申請します。 

取組の名称  

補助金申請額               円（１００円未満切り捨て） 

申請区分等 

□ Ａ区分（年間１２日以上） 
□ Ｂ区分（年間５０日以上）  
□ Ｃ区分（年間１００日以上） 
□ Ｄ区分（年間２００日以上） 
□  初めて申請し、かつ新規に取組を実施する。 

（上記に該当する場合は事業開始年月を記入） 
        年   月から事業開始 

担当者職・氏名  

担当者連絡先 
電 話 －      － 

ＦＡＸ －      － 

メール          ＠ 

確認事項 
 
□にチェックしてくだ
さい。 

□ 補助対象期間内に、補助対象となる取組に対して、川崎

市及び川崎市出資法人等から同種の助成を受けません。 
□ 暴力団員でないことを確認するため、本様式に記載され

た個人情報を神奈川県警察本部に照会することについて

同意します。 



                      
第２号様式（１）（第８条関係） 

 

地域子ども・子育て活動支援助成事業 事業計画書 

１ 団体について 

団体名  

設立年月日  

会員数  

※定款又は団体規約、役員名簿を添付してください。 

 

２ 申請する取組について 

取組の名称  

実施場所  

対象地域  

対象地域の 

特色・課題 

 

取組の趣旨・目的 

 

 

 

 

 

 



                      

取組内容・ 

実施スケジュール 

（取組ごとに記載） 

 

取組名（１） 
 
 
内容 
 
 
対象者 
 
 
実施頻度 
   回／週・月    
活動日数 

日／年 
取組名（２） 
 
 
内容 
 
 
対象者 
 
 
実施頻度 
   回／週・月    
活動日数 

日／年 
取組名（３） 
 
 
内容 
 
 
対象者 
 
 
実施頻度 
   回／週・月    
活動日数 

日／年 



                      

運営体制 

（取組ごとに記載） 

（１） 
 
 
（２） 
 
 
（３） 
 
 

多様な主体との連携

（連携する地域の他

団体、行政機関、学

校等） 

連携する団体等 
 
 
 
 
手法 
 
 
 
 

課題を抱える子ども

や地域の課題等に対

する取組・手法 

連携・相談先 
 
 
 
 
手法 
 
 
 
 

地域住民の参画を促

進させるための取組 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      

広報・周知 

広報先 
 
 
 
手法 
 
 
 

取組により見込まれ

る効果 

（取組ごとに記載） 

（１） 
 
 
 
 
 
（２） 
 
 
 
 
 
（３） 
 
 
 
 
 

前年度の実績 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 

第２号様式（２）（第８条関係） 

 

地域子ども・子育て活動支援助成事業 収支予算書 

 
団体名              
 
                            年  月  日から 
                            年  月  日まで 
 
【収入】 

科目 予算額（円） 摘要 

補助金・助成金等   

寄附金・協賛金等   

参加費   

法人・団体負担   

   

合計   

 
【支出】 

科目 予算額（円） 摘要 

実施場所の賃借料   

実施場所の光熱水費   

会場使用料   

講師謝礼及びボランティア謝礼   

物品の購入費   

印刷製本費   

通信費   

その他取組実施に必要な経費   

合計   
※法人・団体の予算書（案）を添付してください。 
 
 



                      
 
第３号様式（第 10 条関係） 

 
川こ青第   号 

 
住 所   
団体名 
代表者職・氏名           様 

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付決定通知書 

 
     年  月  日付けで申請のありました地域子ども・子育て活動支援助成事業補

助金につきましては、次の条件を付して交付することを決定しましたので、川崎市地域子ど

も・子育て活動支援助成事業補助金交付要綱第 10 条第１項の規定に基づき、次のとおり通知

します。 
 
１ 交付決定額            円 
２ 区分              区分 
３ 上記１の額が申請書の申請額と異なる場合はその理由 
 
 
      年  月  日 
 

川崎市長        
 
（補助金交付の条件） 
１ 補助対象事業に要する経費の配分又は補助対象事業の内容の変更（軽微な変更を除

く。）をする場合は、市長の承認を受けてください。 
２  補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、市長の承認を受けてください。 
３ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった

場合においては、速やかに市長に報告し、その指示を受けてください。 
４ 次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補

助金の全額又は一部を返還していただきます。 
(1) 偽りその他不正な手続により補助金の交付を受けたとき。 
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。 
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他要綱の定めに違反したとき。 

５ 補助金は、概算払いで交付します。補助金の額を確定した場合において、既にその額を

超える補助金が交付されているときは、市長が定める期限までに返還していただきます。 
 



                      
 
第４号様式（第 10 条関係） 

 
川こ青第   号 

 
住 所 
団体名 
代表者職・氏名           様 

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金不交付決定通知書 

 
     年  月  日付けで申請のありました、地域子ども・子育て活動支援助成事業補

助金については、次のとおり不交付と決定しましたので、川崎市地域子ども・子育て活動支援

助成事業補助金交付要綱第 10 条第２項の規定に基づき、次のとおり通知します。 
 
 （交付しない理由） 
      
 

 
 
      年  月  日 
 

川崎市長        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



                      
 
第５号様式（第 12 条関係） 

    
年   月   日 

 
（宛先） 川崎市長 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名             

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付申請取下届出書 

 
    年  月  日付け 川こ青第  号により交付決定通知のあった地域子ども・

子育て活動支援助成事業補助金について、当該交付の決定の内容又は交付の決定に付され

た条件のうち、次に掲げる事項について不服があるので、川崎市地域子ども・子育て活動

支援助成事業補助金交付要綱第 12 条第１項の規定に基づき、次のとおり補助金の申請を

取り下げます。 
 
１ 不服のある交付の決定の内容又は交付の決定に付された条件 
 
 
 
 
２ 理由 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
第６号様式（第 14 条関係） 

    
年   月   日 

 
（宛先） 川崎市長 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名            

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組内容等変更承認申請書 

 
     年  月  日付け 川こ青第  号により補助金の交付決定を受けた地域子

ども・子育て活動支援助成事業について、補助対象事業の内容等を変更したいので承認を

受けたく、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付要綱第 14 条第１項の

規定に基づき、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 
 
１ 変更の内容 
 
 
 
２ 変更の理由 
 
 
   



                      
 
第７号様式（第 14 条関係） 

    
年   月   日 

 
（宛先） 川崎市長 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名            

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組中止・廃止承認申請書 

 
     年  月  日付け 川こ青第   号により補助金の交付決定を受けた地域

子ども・子育て活動支援助成事業について、補助対象事業を中止・廃止したいので承認を

受けたく、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付要綱第 14 条第２項の

規定に基づき、関係書類を添えて、次のとおり申請します。 
 
１ 中止・廃止の内容 
 
 
 
２ 中止・廃止の理由 
 
 
 
３ （中止の場合）再開の時期 
   



                      
第８号様式（第 14 条関係） 
 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名           様 
 

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組内容等の変更承認通知書 
 
     年  月  日付けで承認申請のありました、地域子ども・子育て支援助成事業

補助金に係る取組の内容等の変更について、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補

助金交付要綱第 14 条第３項の規定に基づき、次のとおり承認します。 
 
１ 承認内容 

 
 
 

２ 交付決定内容又は条件の変更 
 
 
 
      年  月  日 
 

川崎市長        
 
   



                      
 
第９号様式（第 14 条関係） 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名           様 

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金に係る取組中止・廃止承認通知書 

 
     年  月  日付けで中止・廃止承認申請のありました、地域子ども・子育て支

援助成事業補助金に係る取組の中止・廃止について、川崎市地域子ども・子育て活動支援助

成事業補助金交付要綱第 14 条第３項の規定に基づき、次のとおり承認します。 
 
１ 中止・廃止対象取組 
    年  月  日付け 川こ青第   号で交付決定の取組 
 
２ （廃止の場合）川崎市地域子ども・子育て支援助成事業補助金交付要綱第 18 条の規定に基

づき、地域子ども・子育て支援助成事業実績報告書を提出してください。 
   
 
 
      年  月  日 
 

川崎市長        
   



                      
 
第１０号様式（第 17 条関係） 
 

地域子ども・子育て活動支援助成事業中間報告書 
 

年   月   日 
 

（宛先） 川崎市長 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名 
 

年  月  日付け 川こ青第   号により交付の決定を受けた地域子ども・

子育て活動支援助成事業補助金について、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金

交付要綱第 17 条の規定に基づき、関係書類を添えて、次のとおり報告します。 
１ 実施状況（４月１日～９月３０日） 

 活動実績日数        日 
 

２ 補助対象経費の支出状況（４月１日～９月３０日） 
支出科目 当初対象経費

（当初計画） 
支出済額 摘要 当初対象経費と支出

済額の乖離の理由 
実施場所の賃借料     
実施場所の光熱水費     
会場使用料     
講師謝礼及びボランテ

ィア謝礼 
    

物品の購入費     
印刷製本費     
通信費     
その他取組実施に必要

な経費 
    

合計     
 
 
 
 
 
 



                      
第１１―１号様式（第 18 条関係） 

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業実績報告書 

 
年  月  日 

 
（宛先） 川崎市長 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名             

 
年  月  日付け 川こ青第  号により交付の決定を受けた地域子ども・子

育て活動支援助成事業補助金について、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交

付要綱第 18 条の規定に基づき、関係書類を添えて、次のとおり報告します。 
１ 取組報告 
 （１）活動日数             日 
 （２）参加者数     延べ      人 
 
２ 収支決算（４月１日～３月３１日） 
 （１）収入 

収入科目 収入額（実績） 摘要 

補助金・助成金等   

   

合 計   

 
 （２）支出 

支出科目 支出済額（実績） 摘要 

実施場所の賃借料   

実施場所の光熱水費   

会場使用料   

講師謝礼及びボランティア謝礼   

物品の購入費   

印刷製本費   

通信費   

その他取組実施に必要な経費   

合 計   

 



                      
 
第１１―２号様式（第 18 条関係） 
 

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金実施報告書 
 

団体名 
 

 

 

取組の名称 
 

実施場所 
 

対象地域 
 

対象地域の 

特色・課題 

 

取組の趣旨・目的 

 

取組内容・実施スケ

ジュール（取組ごと

に記載） 

取組名（１） 
 
内容 
 
対象者 
 
実施頻度 
   回／週・月 
活動日数 
   日／年 
取組名（２） 
 
内容 
 
対象者 
 



                      
実施頻度 
   回／週・月 
活動日数 
   日／年 
取組名（３） 
 
内容 
 
対象者 
 
実施頻度 
   回／週・月 
活動日数 
   日／年 

運営体制 

（取組ごとに記載） 

（１） 
 
（２） 
 
（３） 
 

 

多様な主体との連携 

（連携した地域の他

団体、行政機関、学

校等） 

連携した団体等 
 
手法 

課題を抱える子ども

や地域の課題等に対

して実施した取組・

手法 

連携・相談先 
 
 
手法 

地域住民の参画を推

進させるために実施

した取組 

 



                      

実施した広報・周知 

広報先 
 
手法 
 

取組により発生した

効果 

（取組ごとに記載） 

（１） 
 
（２） 
 
（３） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
第１２号様式（第 19 条関係） 
 

地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金額確定通知書 
 
 

住 所   
団体名 
代表者職・氏名           様 

 
     年  月  日付けで実績報告のありました、地域子ども・子育て活動支援助成事

業補助金について、次のとおり補助金額を確定しましたので、川崎市地域子ども・子育て活動

支援助成事業補助金交付要綱第 19 条の規定に基づき、次のとおり通知します。 
 
１ 補助金の交付額                     円 
 
２ 補助金の区分                     区分 
 
３ 補助事業の経費精算額                  円 
 
４ 補助金の確定額                     円 
 

 
      年  月  日 
 

川崎市長        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
第１３号様式（第 20 条関係） 

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付決定取消通知書 

 
 

住 所 
団体名 
代表者職・氏名           様 

 
     年  月  日付け 川こ青第  号で交付決定しました、地域子ども・子育て

支援助成事業補助金について、川崎市地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金交付要綱

第 20 条の規定に基づき、次のとおり交付決定を取り消します。 
 
１ 取消内容 
 
 
 
２ 取消理由 

 
 

 
      年  月  日 
 

川崎市長        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                      
 
第１４号様式（第 21 条関係） 
 

川こ青第  号 
 

住 所   
団体名 
代表者職・氏名           様 

 
地域子ども・子育て活動支援助成事業補助金返還通知書 

 
     年  月  日付け 川こ青第  号で交付決定しました、地域子ども・子育て活

動支援助成事業補助金について、次のとおり返還してください。 
 
１ 返還額                 円 
 
２ 返還期限      年    月    日            
 
 
      年  月  日 
 

川崎市長        

 

 


